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　本計画は、国の障害者基本計画、埼玉県障害者支援計画と連携すると共に、春
日部市総合振興計画や春日部市地域福祉計画などの各種計画との整合を図り、連
携して推進されるものです。
　なお、本計画では、障害者基本法に基づく障害者計画と、障害者総合支援法に
基づく障害福祉サービスの具体的な数値目標と確保方策を定める障害福祉計画
（児童福祉法に基づく障害児福祉計画を含む）を一体的に策定するものです。

国 （平成 30年度）
「第 4次障害者基本計画」

県 （平成 30年度）
「第 5期埼玉県障害者支援計画」

春日部市
障害者計画

（令和 3年度～令和8年度）

春日部市障害福祉計画
（児童福祉法に基づく

障害児福祉計画を含む）

他
の
関
連
計
画

第 2 次春日部市
総合振興計画

（平成 30年度～
令和9年度）

春日部市
地域福祉計画
（令和元年度～
令和5年度）

　障害者計画の期間は、令和３年度から令和８年度までの６年間ですが、障害福祉
計画に関わる部分については、令和３年度から令和５年度までの３年間とします。

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

令和
８年度

春日部市
障害者計画

春日部市
障害福祉計画

第 4期 （６年間）

第 6期 （３年間） 第 7期 （３年間）



　地域社会における共生の推進を引き続き推進するため、前計画（第 3期春日部
市障害者計画）で定めた理念を引き継ぎ、「障がいのある人もない人も、地域の中
で共に安心して暮らせる社会をめざして」を基本理念とします。
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生活の支援

〇情報提供・相談体制の充実に努めます。
〇在宅サービスの充実を図ります。
〇外出・移動支援の充実に努めます。

＊基本目標で記載している取り組みは一部です。

居住の場の確保

〇グループホームの設置を促進
　します。
〇住宅改修への支援を行います。

障害福祉計画における目標値

令和５年度末における
地域生活支援拠点数

１か所

障害福祉計画における目標値

令和５年度末における
基幹相談支援センター

等の体制整備
１か所

   障がい者の地域生活支援を推進するため、 居住支援のため

の機能 （相談、 体験の機会 ・ 場、 緊急時の受入れ ・ 対応、 専

門的人材の確保 ・ 養成、 地域の体制づくり） を担う拠点です。

相談支援においては中核的な役割を担うとともに、 相談支援

事業、 成年後見制度利用支援事業および障がいのある人に関

わる相談支援を総合的に行うことを目的としています。

住宅改修への支援を行います。

主な施策
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心のバリアフリー化

〇ともに学ぶ教育を推進します。
〇地域での交流の場づくりを行
　います。

情報のバリアフリー化

〇わかりやすい情報の提供に努めます。
〇窓口情報の充実に努めます。
〇広報や市ホームページのバリアフリー
　化に努めます。

まちのバリアフリー化

〇公共施設のバリアフリー化を
　進めます。
〇学校のバリアフリー化を進め
　ます。

災害や感染症への対応

○災害時における要援護者名簿の整備を
　引き続き進めます。
○感染症対策を推進します。

権利擁護等の推進

○権利擁護を推進します。
○成年後見制度を推進します。

差別の解消と虐待の防止

○障害者差別解消法、障害者虐待
　防止法の周知徹底を図ります。

障害福祉計画における目標値

令和５年度末における
施設から

地域生活への移行者数

12 人
６％

　令和２年度末との比較で施設入所からグループホーム

等へ移行する人の数の目標です。

主な施策

主な施策

障害福祉計画における実施見込

理解促進研修・啓発事業の実施

　障がいのある人等の理解を深めるための教室等の

開催、市民が障害福祉サービス事業所等へ訪問する

機会や、有識者による講演会などの開催をします。



５

就労に関する相談・情報提供体制の充実

○就労に関する情報収集・提供体制の充
　実を図ります。
○就労支援体制の充実と適正な運営を図
　ります。

一般就労の促進、一般職場への参加支援

〇市役所における職場体験の実施に向け、
　受入れ体制の整備充実を図ります。
〇障がい者雇用の推進に関する取組みを
　実施します。

障害福祉計画における目標値

令和５年度末における
一般就労移行者数

48 人
1.27 倍

   令和５年度において福祉施設を退所し、 一般就労する

者の数で、 倍率は、 令和元年度 (36 人） に対する倍率

です。

早期発見・療育の充実

○障害の早期発見と保護者に対
　する情報提供・相談体制の充
　実を図ります。

発達障がいのある人、
高次脳機能障がいのある人への支援

○発達障がい児に対する支援の充実を図
  ります。
○高次脳機能障がいのある人への支援を
　充実します。

主な施策

主な施策

障害福祉計画における目標値

基幹相談支援センター等
の体制整備

１か所

   国の基本指針では、 相談支援体制を充実 ・ 強化するた

め、 令和５年度末までに、 各市町村または各圏域におい

て、 総合的 ・ 専門的な相談支援の実施および地域の相談

支援体制の強化を実施する体制を確保します。
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障害者の就労

イメージ図

就学前教育の充実

〇就学前教育の充実を図ります。
〇受け入れ体制の充実を図ります。

学校教育の充実

〇特別支援教育の充実を図ります。
〇障害について理解する教育の充実を図
  ります。

社会教育の充実

〇社会教育の充実を行います。
〇スポーツ・レクリエーション
  活動への支援を行います。
〇文化・芸術活動への支援を行
  います。

地域活動の支援

○地域での活動を支援します。
○障がいのある人が自ら行う活
  動の支援を行います。

市のイベント・講習会などにおける
障がいのある人の参加

○市主催のイベント・講習会などの周知
  と障がいのある人の参加を推進します。

おける

などの周知
推進します。

主な施策

主な施策

障害者の就就就就労

イメージジジ図図図

障害福祉計画における目標値

令和５年度
移動支援事業
見込み量

3,243 時間（月）

   屋外での移動に困難がある障がいのある人に、 余暇活

動など社会参加や社会生活上必要不可欠な外出のための

支援を行う事業です。

障害者の就労

イメージ図

障害害害者者者の

イメメメー

障害福祉計画における目標値

令和５年度末における
子ども・子育て支援等
における障がい児の
受入れ体制の整備

保育施設
（認定子ども園含む）

   保育所や認定こども園、 放課後児童健全育成事業等

における障がい児の受入れ体制を整備するものです。

28 人
放課後

児童健全育成事業

45 人

171 人（月）



 第４期春日部市障害者計画

第６期春日部市障害福祉計画
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Ｕ Ｒ Ｌ　http://www.city.kasukabe.lg.jp/

　　

春日部市

●表紙の絵は、次の方にご
協力をいただきました。

「ドリームセンターともに」
通所者　関野　誠さん

「わかば春日部」
通所者のみなさん


